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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
高
年
齢
者
雇
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
九
日
に
厚
生
労
働
省
が
公
表
し
た
「
平
成
二
十
二
年
「
高
年
齢
者
の
雇
用
状
況
」
集
計
結
果
」

（
以
下
「
集
計
結
果
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
と
、
同
年
六
月
一
日
現
在
で
、
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
（
以
下
「
常
用
労
働

者
」
と
い
う
。
）
が
三
十
一
人
以
上
の
企
業
（
以
下
「
集
計
対
象
企
業
」
と
い
う
。
）
の
常
用
労
働
者
の
う
ち
、
五
十
五
歳

以
上
の
常
用
労
働
者
（
以
下
「
高
年
齢
常
用
労
働
者
」
と
い
う
。
）
の
数
は
五
百
六
万
五
千
百
八
十
人
で
あ
り
、
こ
れ
は
、

全
て
の
集
計
対
象
企
業
の
常
用
労
働
者
の
十
八
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
。
ま
た
、
同
日
現
在
で
、
高
年
齢
者
等
の
雇
用

の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高

年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
（
以
下
単
に
「
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
」
と
い
う
。
）
と
し
て
定
年
の
引
上
げ
な
ど
の
措
置
を
講

じ
て
い
る
企
業
（
以
下
「
確
保
措
置
実
施
企
業
」
と
い
う
。
）
の
数
は
十
三
万
三
千
四
百
十
三
社
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
全
て

の
集
計
対
象
企
業
の
九
十
六
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
。

ま
た
、
集
計
結
果
に
よ
る
同
日
現
在
の
都
道
府
県
ご
と
の
全
て
の
集
計
対
象
企
業
に
占
め
る
確
保
措
置
実
施
企
業
の
割
合

に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一



二
に
つ
い
て

平
成
二
十
二
年
六
月
一
日
現
在
の
高
年
齢
常
用
労
働
者
の
数
は
、
前
年
同
日
現
在
の
も
の
と
比
べ
、
二
十
七
万
七
百
十
五

人
増
加
し
、
ま
た
、
平
成
二
十
二
年
六
月
一
日
現
在
の
確
保
措
置
実
施
企
業
の
割
合
は
、
前
年
同
日
現
在
の
も
の
と
比
べ
、

一
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
て
い
る
。

政
府
と
し
て
は
、引
き
続
き
、高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
企
業
に
対
す
る
指
導
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

高
年
齢
者
の
雇
用
が
よ
り
一
層
促
進
さ
れ
る
よ
う
取
組
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

集
計
結
果
に
よ
る
と
、
平
成
二
十
二
年
六
月
一
日
現
在
で
、
本
人
の
希
望
に
よ
り
、
そ
の
雇
用
す
る
全
て
の
労
働
者
が
少

な
く
と
も
六
十
五
歳
ま
で
働
く
こ
と
が
で
き
る
企
業
（
以
下
「
六
十
五
歳
以
上
雇
用
企
業
」
と
い
う
。
）
の
数
は
、
六
万
三

千
八
百
七
十
一
社
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
全
て
の
集
計
対
象
企
業
の
四
十
六
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
。

ま
た
、
集
計
結
果
に
よ
る
同
日
現
在
の
都
道
府
県
ご
と
の
全
て
の
集
計
対
象
企
業
に
占
め
る
六
十
五
歳
以
上
雇
用
企
業
の

割
合
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

二



集
計
結
果
に
よ
る
と
、
平
成
二
十
二
年
六
月
一
日
現
在
で
、
そ
の
雇
用
す
る
全
部
又
は
一
部
の
労
働
者
が
希
望
す
れ
ば
七

十
歳
ま
で
働
く
こ
と
が
で
き
る
企
業
（
以
下
「
七
十
歳
雇
用
企
業
」
と
い
う
。
）
の
数
は
、
二
万
三
千
六
百
三
十
三
社
で
あ

り
、
こ
れ
は
、
全
て
の
集
計
対
象
企
業
の
十
七
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
。

ま
た
、
集
計
結
果
に
よ
る
同
日
現
在
の
都
道
府
県
ご
と
の
全
て
の
集
計
対
象
企
業
に
占
め
る
七
十
歳
雇
用
企
業
の
割
合
に

つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

集
計
結
果
に
よ
る
と
、
平
成
二
十
二
年
六
月
一
日
現
在
で
、
過
去
一
年
間
に
定
年
に
達
し
た
常
用
労
働
者
の
う
ち
定
年
後

も
継
続
し
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
の
数
は
、
三
十
三
万
四
千
七
百
九
十
人
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
同
日
現
在
で
過
去
一
年
間
に

定
年
に
達
し
た
全
て
の
常
用
労
働
者
の
七
十
一
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
。

ま
た
、
同
日
現
在
の
都
道
府
県
ご
と
の
過
去
一
年
間
に
定
年
に
達
し
た
者
の
う
ち
定
年
後
も
継
続
し
て
雇
用
さ
れ
て
い
る

者
の
割
合
は
、
北
海
道
が
七
十
八
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
青
森
県
が
七
十
八
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
岩
手
県
が
七
十
六
・
一
パ
ー

セ
ン
ト
、
宮
城
県
が
七
十
三
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
秋
田
県
が
七
十
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
山
形
県
が
七
十
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、

福
島
県
が
七
十
五
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
茨
城
県
が
七
十
三
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
栃
木
県
が
七
十
五
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
群
馬

三



県
が
七
十
五
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
埼
玉
県
が
七
十
六
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
千
葉
県
が
七
十
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
東
京
都
が
六

十
七
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
神
奈
川
県
が
七
十
一
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
新
潟
県
が
七
十
三
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
富
山
県
が
七
十

四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
石
川
県
が
七
十
二
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
福
井
県
が
七
十
六
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
山
梨
県
が
七
十
六
・

一
パ
ー
セ
ン
ト
、
長
野
県
が
六
十
八
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
岐
阜
県
が
七
十
五
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
静
岡
県
が
七
十
二
・
一
パ

ー
セ
ン
ト
、
愛
知
県
が
七
十
一
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
三
重
県
が
七
十
三
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
滋
賀
県
が
七
十
二
・
一
パ
ー
セ

ン
ト
、
京
都
府
が
七
十
五
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
大
阪
府
が
六
十
九
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
兵
庫
県
が
七
十
四
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、

奈
良
県
が
七
十
五
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
和
歌
山
県
が
七
十
八
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
鳥
取
県
が
六
十
八
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
島

根
県
が
七
十
四
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
岡
山
県
が
七
十
二
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
広
島
県
が
七
十
四
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
山
口
県

が
七
十
六
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
徳
島
県
が
七
十
二
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
香
川
県
が
七
十
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
愛
媛
県
が
七

十
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
高
知
県
が
七
十
五
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
福
岡
県
が
七
十
四
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
佐
賀
県
が
七
十
六
・

三
パ
ー
セ
ン
ト
、
長
崎
県
が
八
十
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
熊
本
県
が
七
十
三
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
大
分
県
が
七
十
七
・
八
パ
ー

セ
ン
ト
、
宮
崎
県
が
七
十
六
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
鹿
児
島
県
が
七
十
七
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
沖
縄
県
が
七
十
八
・
一
パ
ー
セ

ン
ト
で
あ
る
。

四



六
及
び
八
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
公
的
機
関
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
国
に
つ
い
て
は
、
人
事
院
の
調
査
に

よ
る
と
、
平
成
二
十
二
年
一
月
十
五
日
現
在
で
、
特
定
独
立
行
政
法
人
の
一
般
職
の
常
勤
職
員
を
除
く
国
の
一
般
職
の
常
勤

職
員
（
臨
時
的
任
用
の
職
員
及
び
常
勤
労
務
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
同
年
四
月
一
日
時
点
の
年
齢
が
五
十
五

歳
以
上
の
常
勤
職
員
の
数
は
三
万
七
千
四
百
九
十
人
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
特
定
独
立
行
政
法
人
の
一
般
職
の
常
勤
職
員
を
除

く
全
て
の
国
の
一
般
職
の
常
勤
職
員
の
十
三
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
。

独
立
行
政
法
人
に
つ
い
て
は
、
人
事
院
の
調
査
に
よ
る
と
、
平
成
二
十
二
年
一
月
十
五
日
現
在
で
、
特
定
独
立
行
政
法
人

の
一
般
職
の
常
勤
職
員
（
臨
時
的
任
用
の
職
員
及
び
常
勤
労
務
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
同
年
四
月
一
日
時
点

の
年
齢
が
五
十
五
歳
以
上
の
常
勤
職
員
の
数
は
六
千
五
百
四
十
四
人
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
全
て
の
特
定
独
立
行
政
法
人
の
一

般
職
の
常
勤
職
員
の
十
一
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
。
非
特
定
独
立
行
政
法
人
に
つ
い
て
は
、
集
計
結
果
に
お
い
て
、
民

間
企
業
に
含
め
、
集
計
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
非
特
定
独
立
行
政
法
人
の
み
の
集
計
は
行
っ
て
い
な
い
。

都
道
府
県
及
び
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
の
調
査
に
よ
る
と
、
平
成
二
十
一
年

四
月
一
日
現
在
で
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
常
勤
職
員
の
う
ち
、
五
十
五
歳
以
上
の
一
般
職
の
常
勤
職
員
（
教
育
長
を
除

五



く
。
）
の
数
は
四
十
二
万
三
千
四
百
七
十
四
人
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
全
て
の
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
常
勤
職
員
の
十
五
・

三
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
定
年
の
引
上
げ
な
ど
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
国
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
百
二
十
号
）
第
八
十
一
条
の
四
及
び
第
八
十
一
条
の
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
全
て
の
国
の
行
政
機
関
に
お
い
て
、
定
年
に

達
し
た
者
に
つ
い
て
再
任
用
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
四
等

の
規
定
に
基
づ
き
定
年
退
職
者
等
の
再
任
用
に
関
す
る
条
例
を
定
め
て
い
る
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
数
は
、
平
成
二
十
一

年
度
末
現
在
で
、
千
六
百
二
十
二
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
全
て
の
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
九
十
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
。

こ
れ
を
都
道
府
県
ご
と
に
み
る
と
、
北
海
道
が
八
十
七
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
青
森
県
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
、
岩
手
県
が
八
十

八
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
宮
城
県
が
九
十
七
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
秋
田
県
が
七
十
六
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
山
形
県
が
百
パ
ー
セ

ン
ト
、
福
島
県
が
九
十
三
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
茨
城
県
が
九
十
七
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
栃
木
県
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
、
群
馬
県

が
百
パ
ー
セ
ン
ト
、
埼
玉
県
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
、
千
葉
県
が
七
十
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
東
京
都
が
八
十
二
・
五
パ
ー
セ
ン

ト
、
神
奈
川
県
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
、
新
潟
県
が
七
十
四
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
富
山
県
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
、
石
川
県
が
九
十
五

六



・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
福
井
県
が
八
十
三
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
山
梨
県
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
、
長
野
県
が
九
十
三
・
六
パ
ー
セ
ン

ト
、
岐
阜
県
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
、
静
岡
県
が
九
十
七
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
愛
知
県
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
、
三
重
県
が
九
十
六
・

七
パ
ー
セ
ン
ト
、
滋
賀
県
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
、
京
都
府
が
八
十
八
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
大
阪
府
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
、
兵
庫
県

が
八
十
一
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
奈
良
県
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
、
和
歌
山
県
が
四
十
八
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
鳥
取
県
が
八
十
五
・

〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
島
根
県
が
九
十
五
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
岡
山
県
が
八
十
二
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
広
島
県
が
九
十
一
・
七
パ

ー
セ
ン
ト
、
山
口
県
が
九
十
五
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
徳
島
県
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
、
香
川
県
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
、
愛
媛
県
が
百

パ
ー
セ
ン
ト
、
高
知
県
が
九
十
七
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
福
岡
県
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
、
佐
賀
県
が
九
十
五
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、

長
崎
県
が
八
十
一
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
熊
本
県
が
七
十
六
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
大
分
県
が
八
十
四
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
宮
崎

県
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
、
鹿
児
島
県
が
九
十
五
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
沖
縄
県
が
二
十
八
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

七
、
九
及
び
十
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
確
保
措
置
実
施
企
業
の
割
合
は
集
計
対
象
企
業
の
九
十
六
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
が
、
高
年

齢
者
の
雇
用
が
よ
り
一
層
促
進
さ
れ
る
よ
う
取
組
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
意
欲
と
能
力
の

あ
る
高
年
齢
者
が
定
年
を
迎
え
て
も
働
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
企
業
に
対
し
、

七



各
都
道
府
県
労
働
局
や
公
共
職
業
安
定
所
に
よ
る
指
導
等
の
実
施
並
び
に
六
十
五
歳
以
上
雇
用
企
業
及
び
七
十
歳
雇
用
企
業

を
増
や
す
た
め
の
啓
発
並
び
に
定
年
引
上
げ
等
奨
励
金
の
活
用
等
に
よ
る
援
助
等
の
取
組
を
推
進
し
て
ま
い
り
た
い
。

ま
た
、
国
家
公
務
員
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
国
家
公
務
員
制
度
改
革
基
本
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
条

第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
雇
用
と
年
金
の
接
続
の
重
要
性
に
留
意
し
て
、
再
任
用
制
度
の
活
用
の
拡
大
を
図
る
た
め
の
措

置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
定
年
を
段
階
的
に
六
十
五
歳
に
引
き
上
げ
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

地
方
公
務
員
に
つ
い
て
も
、
こ
う
し
た
国
家
公
務
員
に
お
け
る
措
置
等
の
実
施
状
況
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
必
要
な
措
置
を

検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
法
の
適
用
さ
れ
る
非
特
定
独
立
行
政
法
人
等
に
つ
い
て
は
、
民
間
企
業
と
同
様
の
取
組
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
。

八


